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本事例における留意点

完全支配関係のある子法人に譲渡された減価償却資産につき、その子法人（譲受法人）がそ

の取得価額の全額を損金算入した場合、譲渡法人ではその減価償却資産の譲渡損益について、

原則法により全額が戻入額として処理されることとなる。

事 例

当社は電子部品の製造販売を主たる事業としており、複数の製造子会社及び販売子会社など

からなる企業グループを形成しております。

今回、当社が保有していた製造設備一式を100％子会社であるA社に譲渡しました。

この製造設備については、製品価格の下落により採算性が悪化したことから、当社ではこの

製造設備について減損処理をしたため会計上の帳簿価額は10,000円ですが、税務上の帳簿価

額は20,000,000円です。

ところで、A社は当社の100％出資する製造子会社で、海外に製造拠点がありますが、当

社から購入した製造設備一式は日本の開発拠点で使用するとのことであり、当該製造設備一式

の第三者間での取引価格として会計上の10,000円が適正であると考えられたことから、

10,000円で譲渡しました。

この場合、完全支配関係のある法人間での譲渡損益調整資産の譲渡に該当すると考えられま

すが、どのように税務処理をすればよろしいですか。
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【当社の会計処理】

現金預金 10,000円 ／ 製造設備 10,000円

【A社の会計処理】

製造設備 10,000円 ／ 現金預金 10,000円

減価償却費 10,000円 ／ 製造設備 10,000円

本事例における法令等の検討

１ 完全支配関係がある法人間の取引の

損益

内国法人が譲渡損益調整資産をその内国

法人との間に完全支配関係がある他の内国

法人に譲渡した場合には、その譲渡損益調

整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に

相当する金額（譲渡損益額）は、その譲渡

した事業年度の所得金額の計算上、損金の

額又は益金の額に算入し（法法61の13

①）、その譲渡損益額を繰り延べることと

されています。

この譲渡損益調整資産とは、固定資産、

土地（土地の上に存する権利を含み、固定

資産に該当するものを除きます。）、有価証

券、金銭債権及び繰延資産とされています

が、次の資産は含まれません（法法61の

13①、法令122の14①)。

イ 売買目的有価証券

ロ 譲受法人において売買目的有価証券

とされる有価証券

ハ 譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に

満たない資産（イ及びロを除きます。）

譲渡直前の帳簿価額の判定単位に

ついては、法人税法施行規則第27

条の15第1項 特定資産に係る譲

渡等損失額の損金不算入 と同様と

されています（法令122の14①三、

法規27の13の３)。

２ 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額

の戻入事由

譲渡法人が譲渡した譲渡損益調整資産に

つき譲受法人において次に掲げる場合に該

当することとなった場合には、その譲渡損

益調整資産に係る譲渡損益額の全部又は一

部（戻入額）は、各事業年度の所得金額の

計算上、益金の額又は損金の額に算入する

こととされています（法法61の13②、法

令122の14④)。

本事例の場合、製造設備は減価償却資産

に該当するため、減価償却資産の戻入額の

計算方法について説明し、それ以外のもの

は省略します。

譲渡損益調整資産が譲受法人において減

価償却資産に該当し、その償却費が損金の

額に算入された場合の計算方法は、

Ⅰ
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【原則による計算方法】

譲渡損益額 ×
損金の額に算入された金額
譲渡損益調整資産の取得価額

＝ 戻入額

なお、この計算方法に代えて、次の区分

による簡便法による金額とすることができ

ます（法令122の14⑥)。ただし、その適

用に当たっては、譲渡損益調整資産の譲渡

の日の属する事業年度の確定申告書にその

明細を記載する必要があります（法令122

の14⑧)。

【簡便法による計算方法】

譲渡損益額 ×

譲渡法人の当該事業年度開始の日からその終

了の日までの期間（譲渡損益調整資産の譲渡

の日の前日までの期間を除きます。）の月数
譲受法人が譲渡損益調整資産について適用す

る耐用年数×12

＝ 戻入額

上記の計算方法は、国税庁『平成22年度 法人税関係法令の改正の概要』より抜粋し

ています。

本事例における取扱いの検討

１ 譲渡損益調整資産に該当するか

貴社が保有していた製造設備は減価償却

資産であることから、固定資産に該当し

（法法２二十二）、会計上の帳簿価額は

10,000円ではありますが、税務上の帳簿

価額は20,000,000円であることから、上

記Ⅰ１のとおり譲渡損益調整資産に該当す

ることとなります。

２ 繰り延べられる譲渡損益額

製造設備一式の譲渡代金は、第三者間で

の取引価格として相当であると認められる

会計上の帳簿価額であることから、譲渡対

価10,000円から譲渡原価である20,000,000

円を控除した19,990,000円が譲渡損とな

り、かつ、完全支配関係のある法人間の取

引であることから、同額が繰延処理される

ことになります。

３ 戻入額の計算

譲渡損益調整資産の譲受法人であるA

社は、購入した製造設備一式の取得価額

10,000円を償却費として損金処理してい

ることから、上記Ⅰ２のとおり、貴社の譲

渡 損 益 額 19,990,000円×10,000円／

10,000円＝19,990,000円を戻入額として

処理することとなります。

Ⅱ
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（貴社）

【会計処理】

現金預金 10,000円 ／ 製造設備 10,000円

【税務処理】

現金預金 10,000円 ／ 製造設備 20,000,000円

固定資産譲渡損 19,990,000円 ／

繰延譲渡損益 19,990,000円 ／ 固定資産譲渡損 19,990,000円

戻入損 19,990,000円 ／ 繰延譲渡損益 19,990,000円

【税務修正】

固定資産譲渡損 19,990,000円 ／ 製造設備 19,990,000円

繰延譲渡損益 19,990,000円 ／ 固定資産譲渡損 19,990,000円

戻入損 19,990,000円 ／ 繰延譲渡損益 19,990,000円

本事例では、製造設備一式を子法人であるＡ社が使用するという明確な事業目的があると

思われますが、明確な事業目的もなく、ただ単に損失計上のためだけに譲渡した場合には、

租税回避的な行為と税務当局に認定されることも考えられます。

（本誌購読者は定価の２割引、送料当会負担)

一般財団法人 大蔵財務協会
〒 102-8335 東京都千代田区三番町30の２
電話 03(3265)4141 FAX 03(3264)0524

http://www.zaikyo.or.jp
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貴社の申告調整>

【別表４】

【別表５⑴】

※ 製造設備の会計上の帳簿価額10,000円と別表５⑴の19,990,000円を合計した

20,000,000円が税務上の帳簿価額になります。

(了)
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